
東方畢報 京都第72筋 (2000):628-613貢

卜 節 の 法 表 現

森 賀 一 恵

は じ め に

ト節で常用される否定詞のうち, ｢不｣｢弗｣と ｢勿｣｢弱｣の用法に明らかな遣いが

認められることはよく知 られている｡命酢において, ｢不｣｢弗｣は, ｢受年｣｢疾｣′

｢死｣｢雨｣のように人の意志では制御できない事柄の否定に用い られる(1)のに封し,

｢勿｣｢弱｣は ｢往｣｢征｣｢狩｣｢酒｣など人の意志で行うか否かを決定することがで

きる行為の否定に用いられる(2)のである.しかし,占辞では ｢疾｣(3)｢死｣(4)｢鍋｣(5)｢害｣(6)

｢(有)左｣(7) ｢雨｣(8)｢若｣(9)などの人の意思で制御できない事柄も ｢勿｣で否定されるこ

とがあり任吟,用節や験軒では, ｢歩｣｢行｣｢酒｣など人の意志で行うことのできる行為

が ｢不｣｢弗｣で否定される的｡二類の否定詞の現われ方の違いは,modal(法的)か否

かという性質の違いによるものと考え られているが, modality (法性) という文法範

噂は,tenseや aspectに比べ,とらえがたく,多様な意味を表しうるため,革に ｢勿｣

｢弓弓｣を modalnegativeと規定するだけでは,命節と占節における ｢勿｣の意味の違

いは説明できない｡ ト節の否定詞の法的意味や,その命節と占静における使い分けのしく

みを明らかにするためには,先ず,modality という文法範噂がどのようなものであるの

かを知る必要があると思われる｡以下,類型論的な modality研究の成果か ら知 られる

modalityの普遍的特徴を踏まえた上で,漢語の法表現や古代漢語の ｢勿｣の用法を手が

かりにして, 卜節の法表現の性質を考えてみたいと思う｡

- 卜欝の否定詞

先ず,二類の否定詞について既に指摘されている用法の違いに封する代表的な解樺を,

見ておくことにする｡

｢弓弓｣を ｢勿｣類の否定詞と認め的,二額の否定詞の相違を明らかにしたのは,Serruys

と裳錫圭である｡
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Serruys1974は,｢弱｣を, ｢勿｣との相補的分布的を板接に ｢勿｣の交替形と考え,

｢勿｣｢弓弓｣を ｢母｣とともに prohibitive,つまり禁止の意味を表す否定詞とした｡それ

ぞれの例文につけられた英詩では, ｢不｣｢弗｣が "itsnot""willnot""doesnot"など

と謬されるのに封して, ｢勿｣｢弱｣は "oughtnot""Donot"などと詳されている｡

裳錫圭1979は, ｢弱｣が用法から見て, ｢不｣｢弗｣ではなく, ｢勿｣類に属する否冠

詞であるとする｡ ｢不｣｢弗｣は ｢可能性｣と ｢事箕｣を, ｢勿｣｢弓弓｣は ｢意願｣を表

し,現代中国語に諾すとすれば ｢不｣｢弗｣は ｢不合--｣,｢勿｣｢弱｣は ｢不要--｣的

になるといい, ｢弓弓｣と ｢勿｣の相補的分布胸についても指摘しているO占節において,

｢降禍｣や ｢疾｣など殿人の意思では制御できない事柄の否定に用いられる ｢勿｣につい

ては, ｢不要｣と辞すことはできないと考え, ｢勿｣の古代漢語における用法的から推し

て, ｢おそらく,話し手の主観的な願望のニュアンスを表しているのだろう｣と注してい

る｡

高嶋1988､1996は,Serruys説を承けて,｢不｣｢弗｣｢母｣｢勿 (弱を含む)｣という

四つの否定詞の違いを,modal､stativeという二つの文法的特性の組み合わせによって説

明する｡ ｢母｣｢勿｣と ｢不｣｢弗｣の違いは modalか否か, ｢不｣｢母｣と ｢弗｣

｢勿｣の違いは stativeか否かだとし,さらに,不*pjag､弗*pjat､母*mjag､勿*mjatと

､､う李方柱の再構音に基づいて,*･ag塾と*-at型は stative/eventive と non-stative/

non-eventive,*p-型と*m-塑叫まnon-modal/-willと modal/+willの違いに封鷹する

阜いうのだが, ここでは, ｢不｣｢弗｣と ｢勿｣の違いについてのみ, 詳しく見ておき

たい｡

高嶋1988は,既に Serruysらが指摘するこの二類の否定詞の用法の違いを表現するため

に,先ず,controllability(制御可能性)という概念を用い, ｢不｣ ｢弗｣は uncontroll-

abilityという特徴を持つ (すなわち,段人の意志で制御することのできない)動詞を否定

し,｢勿｣｢弱｣は controllabilityという特徴を持つ (すなわち,殿人の意志で制御できる,

またはそう考えられている)動詞を否定するという｡また, 卜酢における ｢勿｣は,古代

漢語の場合と同様に禁止を表すものの,専ら ｢なかれ｣と訓読すべき意味で用いられ,普

通は二人稀の主語をとるが,しばしば主語は省かれるという古代漢語における用法胸と異

なり,二人稀以外の主語を取ることもあるが胸,その主語の範囲は王とその占人の直接の

制御下にあるものだとして,動詞の controllability が主語の健件をも規定することを述

べる｡次に,動詞のcontrollableな特徴に付随するものとして,話し手におけるwill(意

蕊)の存在を指摘し,+will(意志の存在)と-will(意志の不在)が moodや modality

と密接な関係があることから,modalityという文法範噂を導入して,｢不｣類と ｢勿｣類
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の違いを述べる｡必要を表す (｢～しなければならない｣という意味の)mustは +will,

確真性を表す (｢～にちがいない｣という意味の)mustは-will,許可を表す (｢～しても

よい｣という意味)の mayは +will,可能性を表す (｢～かもしれない｣という意味の)

mayは-will,意思を表す (｢～するつもりだ｣という意味の)willは +will,線測を表

す (｢～だろう｣という意味の)willは-willと,英語の法助動詞を用いて modalityの

+will/-willの区別を説明した上で,その法性の区別を動詞の種類と関連付け,+willと

いう特徴は controllableな動詞に,-willという特徴は uncontrollableな動詞に割り督

てることができるとしたのである｡そして,命節において動詞が controllableであるこ

とが ｢勿｣額の否定詞が用いられるための僕件であることから, ｢勿｣は "shouldnot"

"oughtnot"といったかなり強い必要を表す,modal,+will,negative(意志に関わる法

的な否定詞)だという結論を導き出す｡高嶋1988の結論から ｢不｣類と ｢勿｣類の違いに

関わる部分だけを取 り出して記しておく｡

｢不｣ ｢弗｣non-modal,-will,negativè ìsnotV+ing"(不),"doesnot","did

not","willnot(prediction)"(罪) ･

｢勿｣modal,+will,negative"shouldnot","oughtnot","Don't"

modalityの種類を示す概念であった-willがいつの開にか non一modalな否定詞の性質

に蹄せられていること,non-modalな否定詞 ｢弗｣の諸として興えられた willnotが表

す predictionという意味が,modalであることなどが気になるが,高嶋は,この命節にお

ける用法から割 り出された ｢不｣｢勿｣の性質の違いに基づいて,験節 ･用節 ･占辞にお

ける ｢不｣類と ｢勿｣類の用法を説明しているO

験辞 ･用酢において ｢往｣などcontrollableな動詞が ｢不｣で否定されることについて

紘, ｢過去という時制において印, controllable な動詞に neutralizationofthemodal

negative(法的な否定詞の中性化)がおこる｣と述べる｡過去時制で用いられる動詞は,

controllableであろうとなかろうと,-willである (意志に閲わらない)から,non-modal

となり, ｢不｣ 類で否定するというのである｡平たく言えば,験蔚 ･用節は ｢～した｣

｢～であった｣と過去の出来事を話し手の意見や推測を交えず語るものであり, ｢～する

な｣｢～すべきでない｣または ｢～すべきでなかった｣という法的な意味はないから,動

詞を否定するには ｢勿｣でなく ｢不｣が用いられるということだろう｡中性化という用語

法には検討の飴地がないわけではないかもしれないが,験辞 ･用欝において動詞の種類に

関らず,否定詞として ｢不｣が用いられる理由は,理解しやすい.問題は,占辞で,｢疾｣

｢死｣ ｢雨｣など,uncontrollableな動詞が ｢勿｣ で否定されることに関する解稗であ

る｡高嶋は,占節が ｢占いの結果に影響を興えることのできる力を持つと信じられている
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鮎において｣,命節 ･験節などとは異なるため,占齢では,本来,uncontrollableな-will

の動詞が王によって +willの制御可能なものとして提示されるという｡そして,動詞が

-willから+willという性質にかある,験節での "neutralizationofthemodalnegative"

と逆のプロセスを "controllabletransformation"(制御可能襲形)と名づけている｡高嶋

1996では,占節においてuncontrollableな動詞が｢勿｣で否定されるという奉安は,甲骨占

いの性格が ｢普通の未来の出来事を濠言する占い｣というより｢まじない (incantation)｣

のようなものであることを意味し, ｢王は,濠言者の立場で,災いを避けるための魔法の

呪文の一部として否定詞 『勿』を使ったようにみえる｣としているO命酢における用法の

みから導き出された ｢勿｣の性格を下敷きに論を立てることの正常性についての議論はひ

とまず置くとしても,甲骨占いが加持所頑のようなもので,占酢が呪文だとすれば,災い

が起こることを濠言する占欝が多数存在する事貸軸を説明することは難しいだろうQ

張玉金1994は,裳説と高鳴説を折衷したもので, ｢勿｣類については ｢一般に述語動詞

が占 卜圭鰹の制御できる動作行為を表す否定文の中に用いられて,必要に封する否定を表

し, "不慮該"､"不宜"と詳すことができる｣とし, ｢不｣類については ｢一般に述語動

詞が客鰹の行為や襲化を表す否定文の中に用いられて,可能性に封する否定を表し, "不

脅"､"不能"と諾すことができる｡あるいは験欝や用辞で用いられ,過ぎたことに封する

否定を表し, "没"､"没有"と詳せる｣とする｡また,占辞における ｢勿｣の用法につい

ては ｢時に述語動詞が客鮭の行為や奨化を表す文の中に用いられるが,この時は,否定の

意味を表すだけでなく,占者の願望をも俺達する,つまり,"勿"を用いることを通じて,

言語の神秘的な力を通して,客鰹の行為や襲化に封する制御を達成し,それを占者の望む

ように嘉辰させようとするのである｣という衿.

Djamouri1991は,金文に見える七種の否定詞の性質について論じたものだが,金文で

の用法に関連して,甲骨の ｢勿｣ ｢母｣についても解れる｡Djamouriは,甲骨 ･金文の

｢勿｣ ｢母｣ が法的な否定詞であることについては認めるが, ｢勿｣と ｢母｣ の法性が

同じ種類だとは考えず,法について,高嶋のいう +will/-willの区別にはば相営する

d6ontique/6pist占mique(義務的/認識的)を用いて,その違いを述べる.甲骨 ･金文およ

び周初期の文献において, ｢勿｣は d占ontiqueで,行為の禁止 (interdiction)を表し,

｢母｣は dpist6miqueで,事柄の非蓋然性 (improbabilit占)･不可能 (impossibilit占)を表

すとするのである｡

以上, 卜節の否定詞 ｢不｣類と ｢勿｣類の性質の違いに関する代表的な説を奉げたO

｢勿｣類が deonticnecessityを表す否定詞であるとする説が有力で,占節の ｢勿｣が人の

制御できない事柄の否定に用いられることに封しても, ｢勿｣を deonticnecessityの標識
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であることを前提とした解樺が主流のようである｡

二 Modality

｢勿｣類は modalな否定詞であるという.それではmodal､modalityとは一題何なの

だろうか餌｡Jespersenが,moodWを ｢話者の文の内容に封する心的態度｣餌を表すもの

として以来, ｢話者が,文が表す命題 (proposition)や命題が措寓する状況に封する自分

の意見や態度を表すために用いる｣餌もの, ｢叙述内容に関する話者の心的態度を文法的

手段によって表したもの｣餌など, この線に沿った定義が最も一般的であるO この種の定

義は,文が ｢文の内容｣｢叙述内容｣すなわち命題という要素と話者餌の ｢心的態度｣

｢意見や態度｣すなわち modalityという要素からなることを前提としているが,時制 ･

相や否定 ･疑問をどちらに含めるかなどは人により考え方が異なり, この proposition/

modality の二分法の境界は, しばしば劃定Lがたい鰯O この境界を明確にするための判

断基準として,modalityを主観性 (subjectivity)や虚 (non ･ f a c t uality)を用いて定義す

ることもある鰯が,いずれも modalityに関わる特徴ではあっても,modalであるための

必須の候件ではない的. どうやら, あらゆる言語に通用するような modalityの過不足な

い定義は不可能に近いようである｡

しかし,その概念領域を明確に劃定することが困難だとしても,modality と認められ

るようなしくみが多くの言語に存在する以上,普遍的な modalityの型のようなものを設

定することは不可能ではないだろう｡高嶋の willの有無による二分法はその一例で,ち

とは Jespersen1924で提示された moodの下位分類である｡Lyons1977も,Jespersen

の willの有無に平行する二種の modalityの違いを認め,YonWrightの用語を用いて,

｢知識や確信の問題に関る epistemic(認識的)modality｣¢カと ｢道義的責任のある動作圭

による行為の必要性や可能性に関るに関る deontic(義務的)modality｣的を区別しており,

この二分法を採用する学者は多いようだが,能力 ･意園など朗を表すものを dynamic的

(動的)modalityとして modalityを三分する考 え方もある｡Lyons1968が modality

の尺度として挙げる wishとintention,necessityとObligation,certaintyとpossibility

の三つは,それぞれ dynamic,deontic,epistemicな modalityの意味に相営するし,

Palmer1990によれば,Palmer"TheEnglishVerb"のepistemic,discourse-oriented,

subject-orientedは,それぞれ epistemic,deontic,dynamicに営たるという的｡なお,

epistemicとdeonticを区別する二分法では,dynamicmodalityを,話者の心的態度を表

すものではないとして modality に含めない考え方のはかに,non-epistemic として
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deonticmodalityの一種として扱 う考え方があるOこれは,三種の modalityのうち,

epistemiCなものとそうでないものを分けたものだが的,deonticなものとそうでないもの

をわける考え方も存在するらしい的.

ところで,modalityを,これらの種類の違いとは別の方向から見ると,三種の modality

それぞれの中にも,程度の差が認められる｡上述の Lyons1968の wishと intention,

certaintyと possibilityは,その程度の差をそれぞれ別の語を用いることによって表した

ものともいえるが,Palmer1986は,三種の modalityを結びつける共通の程度の尺度と

して,possibilityと necessity的の二つを挙げる｡糞は,この二つは様相論理学 (modal

logic)の演算子 (operator)でもあるが,様相論理学では,この二つの演算子の否定との関

りにおける関係が公式化されている｡命賓の否定のpossibilityは命題の necessityの否定

であり軸,蓮に命題の possibilityの否定は命題の否定の necessityだ鯛というのである｡

これは命題の否定の possibilityの否定が命題のnecessity的で,命題のpossibilityが命題

の否定の necessityの否定である的ことをも意味する的O 自然言語は必ずしも厳密にこの

様相論理学の公式に沿った表現をとるとは限らないが,英語の法助動詞 may,canの用法

などは,かなり合致するようである｡

以上を要するに,modalityは,話者の命題に封する閲興のしかたという観鮎からは三類

(または二類)に,強弱の程度という観鮎からは二類に分けることができる｡そして,全

てのとは言わないまでも,多くの言語のmodalityのしくみが dynamic/deontic/epistemic

という種類とpossibility/necessityという程度の差という二つの尺度で分析することが可

能なのである｡少なくとも,ヨーロッパの言語の法表現を記述するためには有数な枠組み

であることは間違いない｡ここで注目しておきたいことは,多くの言語において,二種ま

たは三種の法表現にしばしば同じ言語形式が用いられるという事案である約0す ぐに思い

つく例は,英語の must,may,will, ドイツ語の dtirfen,k6nnen,m6gen,miissen,

sollen,wollen,フランス語の devoir,pouvoirなどだが,Palmerは,その他の例を奉げ

て,この現象がヨーロッパの言語のみに常てはまるのではないことを明らかにしている｡

この現象の原因を単に意味的なつながりに求める試みもあるが,Bybeeetal.1994は,類

型論的考察の結果,modality が適時的に関連のある磯能の集合と見なすことができるこ

とを指摘する.つまり,一つの形式について考えれば,それがある種類の modalityの標

識から文法化の過程を経て別の種類の modalityの標識に涯生するのは modalityの普遍

的な襲展の趨勢であるため, 多くの言語において, 共時的には同じ形式が異なる種類の

modalityに用いられているように見えるということになる｡Bybeeは,dynamic,deontic,

epistemicに近い agent-oriented,speaker-oriented,epistemicの三種に subordinating
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(従属節に用いられるもの)を加えて,modalityを四種に分けるのだが,英語の法助動詞

の吏展過程やその他の言語の共時的な法表現の記述などから,四種類のうちでは,agent-

orientedmodalityはその他のmodalityの起源となるもので,speaker-orientedmodality､

epistemicmodalityは agent-orientedmodalityから変展L的,以上三種の modalityの

用法から放生する subordinatingの用法は modalityの登展における最終段階であるとす

る｡

三 漢語の modality

前章では,多くの言語の modalityの鰹系が dynamiC,deontic,epistemiCという三雀

の意味と possibility,necessity という程度の尺度で記述することができることを速べた

が,漢語の modalityはどうだろうか｡呂叔湘1956第十四章正反 ･虚箕､第四節以下の可

能 ･必要をめく中る記述は,modalityを扱ったものである.

可能 ･必要およびそれに近い若干の概念を表すものには, ｢可｣｢能｣｢得｣｢須｣

｢要｣｢宜｣｢必｣｢足｣｢骨｣｢敢｣などがある｡これらは通常,助動詞と呼ばれ

るが,その性質は一律ではないO･･･-しかし,それらの語には共通鮎が一つある.す

べて,他の動詞 (または形容詞述語)と合わせて用いるのが原則で,まだ賓現してい

ない事柄を表すのである｡ (14.41)

｢可能 ･必要｣は,modality の程度の尺度として設定されていた二つの概念にはかなら

ない｡ ｢まだ賓現しない事柄を表す｣ というのは,modalityのよく知られた定義の一つ

non-factualityを言い表したものであり,責題に ｢虚賓｣というのもそのためであろう｡

呂叔湘ほ先ず ｢可能｣を取 り上げる｡

先ず ｢可能｣について述べよう｡まとめて言えば ｢可能｣だが,分けて言えば,鰭

力が十分か香かを指していうもの,他の人や状況や道理が許すか否かについていうも

のがあり,さらに,能力や許可の意味を含まず,ただ賓現するか否かを推測するだけ

のものがあるが,これは最も客観的な可能,即ち ｢蓋然性｣であるO大鰹においてこ

の三類に分けられるとはいうものの,賓際には見分けにくい例もある｡そのため,用

いられる語も完全には別々になっていない｡同じ意味を表すのに異なる語を用いるこ′

ともできるし,同じ語が異なる意味を表すこともできるのである｡ (14.42)

呂叔湘の ｢可能｣ の下位分類三つが,それぞれ dynamic,deontic,epistemicな

possibilityに相営することは明らかである｡また,異なる種類の法的意味を同じ形式で表

すという現象は,ここでも見られるというOその具健的な例は,以下の三類の可能それぞ
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れについての説明の中で示される｡

能力があってできることを表すには,文言白話ともに ｢能｣を用い,文言では｢可｣

を用いるが,白話では用いない｡このほか,白話ではまた ｢合｣を常用し,文言では

また ｢克｣を用いる｡ (14.42)--許可を表すには,文言では ｢可｣か ｢可以｣を

用いるが,白話では ｢可以｣だけを用い, ｢可｣を畢猪で用いるのは,熟語か肯定否

定を重ねていう時に限られる｡ (14.43)--文言と白話はどちらもまた ｢得｣を用

いて可能を表し, ｢可｣と ｢能｣の二つの意味を兼ねて持つ｡ (14.45)･･･-ある事

柄の蓋然性を表すとき,多くは能力や許可をあらわすことばを借りて用いる｡たとえ

ば ｢合｣｢能｣ (反語文の場合),これらはもとは動詞である｡ (14.48)--

これを Palmer1986､1990の用語を用いて言えば,主に dynamicpossibilityを表す

｢能｣は限定つきながらepistemicpossibilityを表すこともあり,文言の ｢可｣および文

言白話の ｢得｣は dynamic と deonticな possibility の意味を乗れ 白話の ｢合｣は

dynamicとepistemicな possibilityを表すということになる｡呂叔湘は可能と同様,必

要をも三つに分顛するO

必要の観念にも様々な区別がある｡主観的な必要,即ち意志的な要求は動詞 ｢要｣

と ｢欲｣を用いて表す｡これは, ｢能｣が持つ可能の概念と一種の封立関係にある｡

(14.51)--･客観的な必要は ｢可｣が表す可能の概念と封立し, さらに事箕上の必

要と道理上の必要の二類に分けることができる｡事茸上の必要を表すには,白話では

｢得｣(普 d岩,動詞の前か主語の前に置く)を用いることが多く,｢要｣も用い,文言

では ｢必｣と ｢須｣が用いられる｡白話でも ｢必｣と ｢須｣が用いられないことはな

いが, ｢須要｣ ｢必須｣など複合語の形での使用に限られ,革猪で用いられることは

ない｡(14.52)･-･･道理上の必要は ｢常然｣といってもいいが,白話では ｢該｣｢鷹

該｣や ｢慮営｣を用い,文言では ｢常｣｢宜｣と用い,｢鷹｣も用いる.(14.54)･･..･･

事賓の必然を推測するのに,用いることばは前節と同じものが多く,白話では ｢該｣,

文言では ｢宜｣ ｢鷹｣ ｢普｣を用いる｡このほか,--文言ではまた, ｢必｣を用い

る｡ (14.55)

｢主観的な必要｣とは ｢能｣が持つ可能の概念 (巨ロちdynamicpossibility)と封立関係

にあるとされるように,dynamicnecessity であ り, ｢可｣が表す可能の概念 (即ち

deonticpossibility)と封立するという｢客観的な必要｣が deonticnecessityに嘗たるこ

とはいうまでもない｡呂叔粥は deonticnecessityを用いられる語が異なることから,さ

らに ｢道理上の必要｣と ｢事葉上の必要｣の二つに分けている｡しかし,epistemicnece･

ssityを表すには deonticnecessityのうち ｢道理上の必要｣を表す ｢宜｣ ｢鷹｣ ｢常｣の
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みならず ｢事案上の必要｣を表す ｢必｣も用いられる｡呂叔湘は最後に可能と必要の関係

を説く｡

｢可能｣と ｢必要｣は一面から見れば封立している｡だから,甲の可能を否定すれ

ば甲でないことの必要になる｡例えば, ｢不可粗心｣ (大雑把ではいけない)は ｢必

須不粗心｣ (大雑把でないようにしなければならない)に等しい｡そして,甲の必要

を否定すれば,甲でないことの可能になる｡例えば, ｢不必細説｣ (細かく言う必要

はない)は ｢可以不細説｣ (細かく言わなくてもよい)に等しい. (｢該｣ ｢督｣など

｡はやや異なる,---) (14.61)-- ｢可能｣と ｢必要｣の閲に封立関係があるため,

｢可｣｢能｣ ｢得｣ ｢合｣などの上下に ｢不｣を加えても, ｢不｣二字の意味が相殺

されるという通例にはよらない｡ ｢不可不｣は ｢可｣ではなく, ｢必｣に等しいので

ある｡ --･･同様に可能性のニュアンスを持つ ｢敢｣ ｢肯｣ ｢忍｣及び ｢愁｣ ｢伯｣

｢容｣ ｢由｣などの語は上下に ｢不｣を加えると必要の意を持つ｡-･- ｢非-不可｣

という言い方もこの類に展する｡ (14.62)--それとは逆に必要を表す語は上下に

･二重の否定を加えると,可能を表す｡ (14.63)--

.ここで,呂叔湘が説く可能と必要の関係は,様相論理学の公式そのものである｡漢語の

多くの法助動詞,法副詞の用法は,英語の may,canなどと同じく,様相論理学の公式に

沿ったものだといえる｡

呂叔湘の記述による限りでは, 漢語の modality も,ヨーロッパの言語などと同様に

dynamic/deontic/epistemic及び possibility/necessityという枠組みで説明することがで

きるし,他の多くの言語と同様に同一の言語形式が二種以上の modalityの標識となる例

が珍しくないといえそうである｡同一の言語形式が異なる種類の modalityの標識となる

個別の例について論じたものもある｡例えば,Malmqvistは,『左俸』の ｢其｣的と 『西遊

記』の ｢可｣色毎について,deonticmodalityと epistemicmodality鯛を兼ねて表すことを

説くし,裳錫圭1983は, 『詩』 『書』の ｢式｣や 卜節の ｢異｣が ｢可能｣ ｢賂要｣｢静令｣

の意味を持つとするが,その場合の ｢可能｣ ｢賭要｣は epistemic, ｢勧令｣は deonticと

解樺できるだろう｡

ところで,呂叔湘1956第十四章前牛は否定詞を扱い, ｢勿｣の用法が ｢禁止之詞｣のみ

に限られるのではなく, ｢使役的(間接的な禁止)･可能恥 意固願望悶･譲歩63)･巽求糾･

比校などを表す文の中にしばしば用いられる｣閑と述べる｡ この記述は, 裳錫圭1979にお

いて占辞における ｢勿｣がある種の願望のニュアンスを表すと推測された際に参考にされ

たものであるが,この問題は,呂叔湘1921においてより詳細に論じられている｡ここで注

意しておかなければならないのは, ｢勿｣が直接,可能 ･意固 ･願望 ･慕歩などの意味を
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表すというのではなく,可能 ･意固 ･願望などを表す動詞が目的 (object) としてとる名

詞節 ･名詞句の中や譲歩 ･慣定 ･目的などを表す副詞節の中に現れるということである｡

呂叔湘1921では,これらは全てノ慣定の意味を含み,ヨーロッパの言語では不定法や慣定法

で表現されるべきものだとするが, この従属節の標識としての法は, Bybeeetal.1994

において modalityの文法化の最終段階とされていたものである｡古文献において ｢勿｣

｢無｣｢母｣が用いられるという従属節はどのような文法化の過程を経て費展してきたも

のなのだろうか｡Bybeeによれば,願望を表す動詞がとる目的節に現れる法には,共時

的には命令法 (imperative)､希求法 (optative)､義務 (Obligation)､未来 (future)､認

識的法 (epistemic)などが認められ,起源も,義務の標識が命令法を経て襲化する場合,

意国 (intention)の標識 ･未来の標識を経て襲化する場合,願望の標識から意圃の標識を

経て襲化する場合など,様々である｡また,僕件節 ･譲歩節の標識は,希求法との関係は

深いものの,直接 possibilityや probabilityなどの認識的法の標識から奨化する場合が多

く,目的節は義務や願望の標識より奨化した意園の標識から,直接または未来の標識を経

て襲化するというO漢語の modalityが,Bybeeの説く一般的な文法化の過程に従って蒙

展したものだとすれば,古文厭において, ｢勿｣ ｢無｣ ｢母｣などが願望を表す動詞のと

る名詞節や候件節 ･譲歩節 ･日的節などの標識として椀能するのは,それ以前それらが,

agent･orientedで dynamicな意園や epistemicな蓋然性 ･可能性の標識であった痕跡だ

といえるのではないだろうか｡

四 卜節の modality

Dynamic/deontic/epistemicおよび possibility/necessityという二種の区別の概念を用

いていえば, 卜節の法的否定詞 ｢勿｣類はこれまで,deonticnecessityのみの標識と考え

｢禁戒之鮮｣として,言い換えれば deonticnecessityを表すた削 こ用いられることが多

いことが, 卜酢の ｢勿｣の解樺にも影響したということが考えられるだろう｡しかし,ち

っと大きな理由は,命節において ｢勿｣が数人の意志で行うことのできる行為の否定に用

いられることであろう｡繰 り返しになるが,高嶋1988は,modalityの種類を区別する基準

として,willの有無を挙げ,controllableな動詞は +willに,uncontrollableな動詞は

-willにそれぞれ関わることを指摘した｡そのため,controllableな動詞の否定にしか用

いられない命節の ｢勿｣は +willの modality即ち deonticmodalityの標識とされたの

である.確かに高嶋の説く通り,｢～してはいけない｣｢～すべきでない｣などという青い
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方ができるのほ,主語の意志で行うか否か孝決定できる事柄についてのみである｡主語の

意志でどうにもならないことについて ｢～してはいけない｣ といってみてもはじまらな

い｡ ｢～するつもりである｣｢～したい｣などという虞義の deonticmodalityに含まれ

る dynamicmodalityについてもそれは同じである｡しかし,命欝の ｢勿｣が主語の意志

で行うか否か決定できる行創 こついてのみ用いられるからといって,､卜節において ｢勿｣

が deonticmodalityの標識にしか用いられないと断定することはできない｡命節での現

われ方は,確かに命節で ｢勿｣が dynamicmodalityか deonticmodalityの標識として

しか用いられないことを示すものだとはいえるかもしれない｡しかし,命酢での用法のみ

によって, 卜尉全鰹の ｢勿｣の性質を決めることはできない｡ 卜辞の中では,賓は命酢が

特別なのであって,命節において epistemicmodalityの表現が用いられないため,命軒

では ｢勿｣の epistemicな用法が見つからないという可能性も否定することはできないか

らである｡占軒において ｢勿｣が ｢雨｣や ｢疾｣や ｢死｣など人の意志ではどうにもなら

ない事柄を否定することに用いられるのは,それが ｢～だろう｣｢～にちがいない｣など

の epistemicな意味を表しているからだと考えるのが最も無理のない解樺ではないだろう

か. ｢不｣類が non-modalな否定詞であるのに対して,｢勿｣紫が modalな否定詞であ

って,他に modalな否定詞が存在しないとすれば, ｢勿｣類が deonticのみな らず

epistemicmodality の標識をも兼ねた可能性は高い｡では,命節にはなぜ epistemic

modalityの表現が存在しなかったのか｡命節の性質については,それが疑問文か否かとい

う問題が盛んに議論されたことがあり印,裳錫圭1988が疑問の標識のない命節を疑問文と

考えなかったのはもっともだが(5功,いずれにせよ,命節というものが,その吉凶を占うべ

き事柄を記した文であることは間違いないだろう｡Epistemicmodalityは先に Lyonsの

｢知識や確信の問題に関る｣という定義を引いたが,別の言い方をすれば ｢話者の自分の

発言に封する責任 (commitment)の程度を示す｣防9)もの, ｢命題の虞賓について話者が責

任を持つ (commit)度合いを示す｣(60ものである｡占いによってはじめて,その吉凶や確

資性 ･可能性について知ることのできるはずの事柄に対して,話者が自分の判断による可

能性や確賓性を述べるだろうか.段人は ｢雨が降る｣という命寛についてそれが吉か凶か

占うのであって,話者が ｢雨が降るだろう｣という判断したことに封しての吉凶を占うの

ではないだろう｡ゆえに,epistemicmodalityは命節になじまないのである｡

卜節の虚詞 ｢佳｣｢恵｣(61)にも,否定詞の ｢不｣類と ｢勿｣類と同じような使い分けが

見られる細が,この二つの虚詞の性質の違いも ｢不｣額と ｢勿｣類の達いに平行すると考

えて間違いないだろう｡ ｢佳｣は non-modalで, ｢藩｣は epistemic と deontic懸命な

modality の標識を兼ねる｡ ｢勿｣と ｢恵｣の表す modalityが同類のものであるからこ
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そ, ｢恵｣の否定形が ｢勿任｣になるのである｡

お わ り に

以上, ト辞の ｢勿｣は deonticnecessityのみを表すのでなく,epistemicな意味も乗ね

て表すことができたのだろうという推測を述べた｡占欝の ｢勿｣が人の制御できない事柄

のうちで ｢死｣ ｢疾｣など望ましくない事柄の否定に用いられることが多いことについて

ち,占辞を deonticnecessityの標識を用いることによる呪文と考えるよりも,epistemic

modalityの標識を用いることによる娩曲表現と考える方が理解しやすいo

最後に,命餅の ｢勿｣の意味について考えておきたい｡祭把や狩猟などの行動が ｢勿｣

で否定される命辞は, ｢～すべきでない｣という意味だとされる｡しかし, ｢～すべきで

ある｣か ｢～すべきでない｣かは占いで吉凶が明らかになってはじめて,いえることであ

るO話者の必要性に封する判断も話者の可能性に封する判断と同様,命酢にはなじまない

のではないだろうか｡高嶋1988､1996の説く通 り,人が制御できる行為を表す動詞は,禁

止を表す modality のみならず,+willという性質を持つあらゆる modality,つまり

non-epistemicな modalityの標識とは共起しうる｡意国や願望などとは非常に相性がい

いといってもいいOまた,既に見たように,古文献に見える ｢勿｣ ｢無｣ ｢母｣の従属節

の用法は,それらが意圏の標識であった可能性を示すものであるO命辞の ｢勿｣が｢意顕｣

を蓑したとする裳錫圭説は非常に受け入れやすい｡｢勿｣が主語の意志を表し命節が ｢～

するつもりである｣｢～すまい｣という意味だとすれば,これから行おうとする行動の吉

凶を占うことになり, ｢勿｣を必要性の否定とかんがえるよりは理に適っている｡

日本語の｢まい｣｢まじ｣は意志と推量の両方の意味をあらわしうる｡つまり,dynamic

necessityと epistemicpossibilityの両方の標識を兼ねるのである64)o 卜辞の ｢勿｣も,

月本語の ｢まい｣ ｢まじ｣と同じく dynamicmodalityと epistemicmodalityの標識を

兼ね,命辞においては ｢狩りにいくまい｣ ｢祭るまい｣のように主語の意志を表し,占辞

においては ｢病気にはなるまい｣ ｢死ぬまい｣ ｢雨は降るまい｣のように圭として推量の

意を表したのではないだろうか65).

注

(1)張玉金1994｢不｣｢弗｣の項GP挙例参照｡なお,｢不｣が,占卜玉堤が制御できる動作行為の否

定に周いられる例外的な用法として張が奉げる｢己未ト,殻貞王意 〔今〕日往｣｢貞,王不惟今日

往｣(『合集』7351-『乙編』3445)の｢不｣は ｢勿｣の誤りである｡

(2)張玉金1994｢勿｣｢弓弓｣の項の挙例参照｡なお,｢弱｣の例外的な用法として撃げられている
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_｢允受禾｣ ｢弱受｣(『合集』22246- 『乙編』8896)は封貞でなく, ｢允｣は ｢長｣(『甲骨文編』

4300･『厳達 卜鮮綜類』001-034)の誤りで ｢允受禾｣は ｢正受禾｣ と封になり, ｢弱受｣は ｢弓弓

愛｣の誤りで,.｢辛丑 ト,呼愛-｣ と封になる. また,.｢勿｣の例外的な周法として奉げられる

｢貞,勿雨｣(『合集』13029)は ｢貞勿｣ ｢雨｣の下は妖け,｢雨｣の上に ｢不｣が蔑み取れるの

で, ｢貞,勿-不雨-｣とすべきであり, ｢勿疾身｣ (『合集』10948- 『乙縞』8075)の ｢疾｣は

｢疲｣(『甲骨文編』4166･『殿娃 卜鮮綜類』117-006)の誤りである｡

(3) ｢貞王弗疾骨,王占日,勿疾｣ (『合集』709正-『丙縞』334), ｢･･･占日,普,勿疾｣(『合葉』

808反- 『乙編』4120), ｢王占日,普,勿疾｣(『乙編』2297).など｡

(4) ｢-占日,普,勿死｣ (『乙編』3148),｢王占日,-勿死｣(『綴合』317), ｢王占-勿死｣(『合

集』17105正乙)など｡

(5) ｢王占日,吉'勿佳鍋｣(『合集』2373反- 『丙編』495) ｢王占日,勿佳繭｣(『合集』16454

反), ｢王占日,書,勿任禍｣(『合集』17271反- 『綴合』189),｢王占日,吾,勿佳滴｣(『合集』

17396反)など.ただし, ｢王占日,不佳桐｣(『合集』376反- 『丙編』.97)や ｢王占日,吾,亡

繭｣ (4264反,4735反)などのように,否定詞に ｢不｣ ｢亡｣を用いる例もある｡

(6) ｢王占日,醍飴害｣(『合集』890正), ｢貞,租乙善玉,･･･弗害王｣ ｢王占日,書,勿害｣(『合

集』13750)など｡ ｢王占日,不住希書,-｣ (『乙編』~7457)のように ｢不｣を用いる例もある｡

(7) ｢王占日,勿左王｣(『合集』2002反), ｢貞王夢不住右左｣｢王占日,恵 勿-有左｣(『合集』

17397)など｡

(8) ｢王占日,止薦勿雨,乙卯允明霧,迄列食日大星｣ (『合集』11506- 『乙編』6386)｡ただし,

｢王占日,戻,膏,不雨｣(『合集』11799- 『乙編』8198), ｢王占日,僅今夕不雨｣(『合集』

12396-『乙編』7770)など, ｢不｣を用いる例も多い｡

(9) ｢王占日,勿佳若｣(『合集』12762)｡ ｢王占日,再任玄邑寵不若｣ (『合集』94反- 『連珠』

620)のように ｢不｣を用いる例もある｡

摘 ｢貞,今日王出｣ ｢王占日,一勿出,下上螺 (『甲骨文編』4842･『腰嘘 卜鮮綜察』047-011)佳有

垂-｣(『合集』11018反- 『丙編』202)のように,人が制御できる行為を表す動詞も ｢勿｣で否

定されることはある｡

㈹ 張宝金1994｢不｣ ｢弗｣項の二の拳例を参照｡

個 それ以前,例えば陳夢家1956(第三葦文法第十節助動詞 p.127-128),李孝定1960(pp.3852-4)

などでは, ｢弱｣は ｢不｣ ｢弟｣類の否定詞とされていた｡

掴 Serruys1974,p.59.原文では,屈寓里が ｢弱｣が第三期にしか見られないことに始めて気づい

たとし,その時期のト静には ｢不｣ ｢弗｣ ｢亡｣は見えるが,｢勿｣は全く見られず,逆に ｢勿｣

があると｢弓弓｣は全く見られないという｡Serruysが引く屈寓里許は,屈寓里1961,p.28,183(2)

｢弱字,第四期 卜節中習見｣か｡

(14 裏錫童1983も, ｢不｣ ｢弗｣と ｢勿｣ ｢弱｣の違いに言及し,文中ではここと同じく｢事案と可

能性の否定｣｢悪癖の否定｣とするが,関わりのある虚詞と否定詞との関係を示す表中で,｢不｣

｢弗｣を ｢不可能 (不合)｣, ｢勿｣ ｢弓弓｣と ｢無｣を ｢禁止 (別,不要)｣としている｡

摘 ｢勿｣は第一期と第二期前期に集中して現れる以外は,廃字卜鮮 (何組)に少 し有るのみで,

｢弓弓｣は第一期の壬鮭をなす賓阻卜際や第二期前期卜僻には見えず第二期以降のト静に大量に見ら

れるという｡

86)原文では,呂叔湘1956の参照を指示するoこの問題については第三葦で詳述するO

的 ｢勿｣は雲錫圭1979では, ｢物｣などの芽の ｢勿｣とは区別して ｢男｣梓書化され ｢費｣の初

文と解梓されている｡それが正しいとすれば,勿も*m一型でなく*p-塾ということになる｡

姻 古代漢語において,黄際は,｢勿｣が禁止以外の意味でしばしば用いられることについては第三

章で詳述する｡
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ag) そのため,例文の英評では, ｢勿｣は =Don't"でなく"shouldnot""oughtnot"としたとい

う｡

CzQ 原文では,｢過去時制や高次の動詞に埋め込まれた場合 (すなわち,従属節や内心構造)｣ とす

るが,ここでは験鮮 ･用欝に関る過去時制のみ取り上げる｡

餌 『股嘘 卜鮮綜類』p.307-308, 『放逸甲骨刻辞類纂』p.836参照O

幽 前言o

eZ頚 以下の modalityの定義 ･分寮についての記述は,主に Palmer1986､1990を参考にした｡

朗 一般的な用語法では,mood杖,modalityのうち文法的手段が動詞の屈折であるものをいう｡

餌 Jespersen1924,p.3130

鯛 Lyons1977,p.4520

をカ 大塚高信 ･中島文雄1982,p.720-721｢modality｣項O

的 厳密にいえば,法表現は必ずしも ｢話者｣の意見や態度を表すとは限らないO英語の法助動詞の

例を奉げれば,MayI･･･PMust-I?のような疑問文の場合,話し手ではなく聞き手の意見が問題

になる｡また,canの主要な用法は,話し手 ･聞き手に関係なく,主語の能力を表すことである｡

¢9)Palmer1986,pp.14-15参照｡

鍋 停銃的図語草における金田一春彦の ｢主観的 ･客観的表現｣,芳賀紋の ｢壬鮭的 ･客膿的表現｣

という用語法などは,主観性を基準にしたものといえる.また,後述するように,呂叔湘は虚を基

準にしているようである｡

帥 例えば,英語の法助動詞 canが ｢～することができる｣という意味を表す場合や,mustが話者

の判断 ･意見でなく,客観的状況により｢～しなければならない｣という意味を表す場合,主観性

があるとは言い難いし,また,責でないともいえない｡

¢功 p.7930

的 p.823.

的 英語の法助動詞 canや willが表す意味であるが, これらを,話者の心的態度を表すものでは

ないとして,modalityに含めない考え方もある｡しかし,後述するように,他の種類のmodality

と同一形式で表現されることがしばしばあり,通時的にも他の modalityと関係が深いので,ここ

では modalityに含まれるものと考える｡

銅 vonWrightの用語oPalmer1986,pp･10-12参照

66)Palmer1990,p.360

的 Palmer1990,p.80

8尋 Palmer1990,p.38.

6g)Palmer1990は,英語については,この二つ以外に三つ目の尺度が認められるという｡

(40)M～p…～Npo

的 ～Mp…N-p.
的 ～M～p…Np｡

掴 Mp…-N-po

幽 Allwoodetal.1977参照O

的 Lyons1968,pp.308-309,Palmer1986,pp･121-125,pp･34-37など参照O

的 ただし,speakerl0rientedmodalityとepistemicmodalityを表す語が全て,agent･oriented

modalityの標識から波生したわけではなく,語嚢的な起源を持つものもあるO

(47)Malmqvist1982.

的 Malmqvist1989.

@9)Malmqvistは dynamicmodalityを deonticmodalityと区別せず,modalityを二つに分

けて,deonticに営たる方をA類,epistemiCに普たる方をB数と呼ぶ.
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60)原文は ｢使令｣.

帥 原文は ｢得能｣O呂叔湘1921の例文には ｢能｣｢可｣｢待｣の後に ｢無｣｢母｣｢勿｣が現れる

ものが奉げられている｡｢能｣｢可｣｢得｣は能力があってできるもの,周囲の状況によってでき

るもの,道理からいってできるものを含む｡

6分 原文は ｢願欲｣O下に奉げられている二例の｢欲｣はいずれも意園を表すものであるO呂叔湘1921

には ｢欲｣のほか ｢願｣｢請｣の後に ｢勿｣｢無｣が現れる例文が奉げられており,｢欲｣が意園

を表す例が多いが,顧空の意を表すものもあるO

的 原文は ｢即令｣O｢錐｣の例が奉げられている｡呂叔湘1921では,｢維｣のはか ｢欲｣が僕件節

や譲歩節に現れる例も見える｡

軸 原文は ｢庶幾｣だが,呂叔湘1921の奉げる5例のうち, 4例は ｢以無-｣,1例は ｢倖-無-｣

の形で,いずれも目的 (purpose)を表す節の中の ｢無｣である(呂叔湘1956の21.73,21.74参照)｡

餌 14.260

軸 ただし,裏錫童1979の ｢意厭｣は deontic/epistemiCの二分法では deonticだが,三分法では

dynamicnecessityになるO

的 EarlyChinaNo.14所収の裏錫圭とDavidNivisonの論文およびそれらに封する諸家の論評

を参照oなお,裏錫童 HAnexaminationofwhetherthechargesin Shangoracle-bone

inscriptionsarequestions"は裳錫童1988の英評であるO

餌 裳錫圭1988が疑問の語気を表すとする ｢抑｣｢執｣についても疑問の標識であると断定しうる琵

壕はない｡

69 Palmer1986,p.51.

軸 Bybeeetal.1994,p.1970O

刷) ｢僅｣｢意｣の基本的な性質や意味については張玉金1988､1994参照｡この二字を紫詞(copula)

~と考える説もあるが,張玉金1988は,その統語的特徴が ｢其｣｢勿｣などの副詞と似ていることか

ら,｢語気副詞｣とする｡

紛 張玉金1985参照O

的 DynamiCを含む虞義の deonticであるO

軸 古くは ｢～べきでない｣という意味の嘗然の否定や ｢～するな｣という禁止の意味も表し,釈義

の deontiemodalityの標識でもあった｡

縛 注(ltWこ奉げた 『合集』11018反の占静の ｢勿｣は人の意志で行なうことのできる ｢出｣とい う動

作を否定するものであるから,意圏を表すものだろう｡また,｢庚申卜,殻貞,王勿征言方,下上

弗若,不我其受文｣ (『合集』6320- 『前編』5･22･2),｢弓弓盈 弗受有年｣ (『合集』28198- 『後

編』下41･15)に見られるような命静の ｢勿｣｢弱｣などは僕件節の標識としても機能したのでは

ないかと思われるが,従属節における ｢勿｣の用法については,稿を改めて論じたい｡
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